
北海道 高知サポーター「北援隊」約規 
 
（構成） 
第１条 本組織は、道産子にかかわらず、高知県の良さを知り、高知県産品を愛用するなど、 

高知を応援する思いのある方を持って構成する。 
（目的） 
第２条 高知県産品を愛用し、高知県のＰＲに協力することで、高知県経済を元気にする。 
（名称） 
第３条 本組織の構成員は、北援隊々員と称する。 
（入会） 
第３条 本組織への入会にあたっては、別紙「登録用紙」を事務局に提出するものとする。 
（退会） 
第４条 本組織からの退会にあたっては、事務局への連絡によるものとする。 
（事務局） 
第５条 本組織の事務局は、北海道高知県人会連合会に置く。 
（事業） 
第６条 本組織は、目的を達成するために、次の事業を行う。 
    １．北援隊員名簿の整備・管理 

２．北援隊員へのメールマガジンの発行 
３．北援隊員への紙媒体発送 
４．その他必要と認められる事業 

（経費） 
第７条 本組織の経費は、北海道高知県人会連合会が高知県から受託した委託費をもってこ

れに充てる。 
（会費） 
第８条 本組織の会費は無料とする。 
（個人情報の取扱い） 
第９条 本組織にかかる個人情報の取扱いについては、高知県個人情報取扱特記事項による

ものとする。 
 
 
 
 
 
附則 
この会則は、平成２２年１２月１７日から施行とする。 
 
 



高知県個人情報取扱特記事項 
 
（基本的事項） 
第１ 北海道高知県人会連合会は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人を識

別することができると認められるもの。以下同じ）の保護の重要性を認識し、この業務の実

施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行

わなければならない。 
 
（秘密の保持） 
第２ 北海道高知県人会連合会は、この業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはな

らない。この業務が終了した後においても同様とする。 
 
（収集の制限） 
第３ 北海道高知県人会連合会は、この業務を行うために個人情報を収集するときは、その

業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により

行わなければならない。 
 
（適正管理） 
第４ 北海道高知県人会連合会は、この業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、

滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければな

らない。 
 
（目的外利用及び提供の禁止） 
第５ 北海道高知県人会連合会は、高知県の指示又は承諾があるときを除き、この業務に関

して知り得た個人情報を、その目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 
 
（複写又は複製の禁止） 
第６ 北海道高知県人会連合会は、高知県の承諾があるときを除き、この業務を行うため高

知県から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 
 
（再委託の禁止） 
第７ 北海道高知県人会連合会は、高知県が承諾したときを除き、この契約による個人情報

を取り扱う業務については、自ら行い、第三者に委託してはならない。 
 
（資料等の返還） 
第８ 北海道高知県人会連合会は、この業務を行うため高知県から提供を受け、又は自らが

収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この業務終了後直ちに高知県に

返還し、又は引き渡すものとする。ただし、高知県が別に指示したときはその指示に従うも



のとする。 
 
（従事者への周知） 
第９ 北海道高知県人会連合会は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後

においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は目的以外に使

用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。 
 
（調査） 
第 10 高知県は、北海道高知県人会連合会がこの業務を行うに当たり、取り扱っている個
人情報の状況について、随時調査することができる。 
 
（事故報告） 
第 11 北海道高知県人会連合会は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそ
れのあることを知ったときは、速やかに高知県に報告し、高知県の指示に従うものとする。 
 


